
ご照会先
本記事についてのお問い合わせ・ご意見・ご要望は、以下宛先にメールにてお願いします。

Mail：hinshitsu-info@seiho.or.jp

１．2026年度の業務品質評価運営について

認定代理店の皆さま
のお役に立つ最新の情報
をお届けします！

★第23回検討WG（12月17日開催）において、業務品質評価基準ガイドラインの見直し
（案）や、調査スケジュール等についてお示ししました。

業務品質評価基準ガイドラインの見直し（案）

★業務品質評価基準の見直し（案）に伴う設定・修正に加え、認定代理店および検討
WG委員からのご意見を踏まえ、ガイドラインの見直しを行います。

内部監査

・行政処分内容を踏まえ、適切に内部監査が実施され、かつ内部監査結果を経営陣が評価の
うえ必要な改善が行われていることを確認します。

設問No. 設問 達成条件（概要）

新No.121 
（基本）

※現No.135

＜⑳自己点検・内部監査＞
内部監査の定義・対象・手
順・実施主体・報告先等に
ついて定めた規程がある

以下２点を新たに追加予定です。
⑤結果等を経営陣が出席する会議体へ報告す

ること、および議事を記録すること。
⑥経営陣は報告や議事内容を踏まえ、監査結

果の評価・対応の検討を行うこと。

新No.124 
（基本）

※現No.138

＜⑳自己点検・内部監査＞
全ての部署/店舗/支社・支
店等の拠点・事務所に対し
て定期的に内部監査を実施
しており、内部監査結果お
よび改善策について、経営
陣へ報告を行っている

以下２点を新たに追加予定です。
③内部監査結果および改善策を経営陣が出

席する会議体に報告し、議事を記録してい
ること。

④経営陣は監査結果に係る評価を行い、その
評価に基づく対応＊を行っていること。
＊対応事項についてはその根拠となる経営
陣の判断等、その検討過程がわかること。

出向者

設問No. 設問 達成条件（概要）

新No.156-1 
（基本）

＜㉘募集人等管理＞
出向者受入に係る管理
（PDCAサイクル）を実
践している
□出向者の受け入れに関し、
代理店内で社内規則等を策
定し、管理態勢を整備し徹
底している

以下３点を達成条件とする予定です。
①出向者の受け入れに関する規定（出向者

の受け入れ・配置方針に関するもの、出向
者の管理に関するもの等）が明文化されて
いること。

②管理態勢について周知されていること。
③規定に則った管理態勢が実施されていること。

・監督指針改正等を踏まえ、出向者受入れに係る態勢が構築されていることを確認します。

★他の設問についてもガイドライン・達成条件見直しを行います。
詳細については、第23回代理店業務品質検討WGの資料4・別紙をご確認ください！
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★2026年度の調査順および調査スケジュールは以下の方針で進めます。
なお、詳細のスケジュールは、2026年1月上旬に当会HPで公表いたします。

9月中旬
～11月中旬

10月下旬
～1月上旬

第
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弾
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３
） 第
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弾
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４
）

2026年度調査は5月上旬～1月上旬
まで実施予定。
※詳細な調査スケジュールは代理店

ごとに通知いたします。
※更新調査は 2 段階に分けての調査

実施も検討いたします。

（※3）意向把握・確認義務、比較推
奨以外の設問調査

（※4）意向把握・確認義務、比較推
            奨等の設問調査、Webミー
            ティング

＊あくまでも現時点での予定であり、
状況により適宜見直しを実施します。

【調査順】

【調査スケジュール】

★2026年度は代理店ごとに態勢整備の対応状況は異なると想定しています。
調査においても代理店の経営陣との対話のうえ、極力、代理店ごとの
意向を酌んだ、柔軟な対応を実施する予定です。

「更新調査」→「定期調査」→「初回調査」

WG資料は

こちらから

(1) 【重点確認項目の設置】に伴う達成条件の設定

Ⅱ．協会からのお知らせ

＼ニンダイチャンネルを開催しました！／
2025年度初回調査1次評価結果達成代理店、更新・定期調査対象代理店の皆さまを対象に
ニンダイチャンネルを開催！経営層の方にもご参加いただき、来年度運営に関する説明会・
意見交換会を実施しました。ご参加いただいたみなさまから様々ご質問をいただいたため、
質問に関するＦＡＱと第一部の説明会動画を協会ＨＰに公開します！
ご確認いただき、
来年度受審に向けた準備に活用いただければと思います。

FAQ・動画は

こちらから

※:意向把握・確認義務、比較推奨販売にかかる基準等、今後行われる監督指針・ガイドライン改正、その後の法改正
     を受けた見直しについては含めておりません。今後の検討WGにおける議論を経たうえで反映してまいります。

代理店業務品質評価基準およびスケジュールについて

(1) 2026年度代理店業務品質評価基準について

(２) 2026年度スケジュールについて

★2026年度の全ての業務品質評価基準（以下、評価基準）最終案がお示しできていない
ことから、評価基準の公表について2段階に分けての公表を行います。

【第1弾：出向者・便宜供与等の新設・改正に関する評価基準】※今回最終案としてお示し
【第2弾：意向把握・確認義務、比較推奨販売等に関する評価基準】

＼12月24日公開です！／

https://www.seiho.or.jp/quality/wg/
https://www.seiho.or.jp/quality/wg/
https://www.seiho.or.jp/quality/info/
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